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令和７年３月２５日 

福祉部地域ケア推進課 

 

江東区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

  介護保険法施行規則（以下「施行規則」という。）の一部改正に伴

い、地域包括支援センターにおける職員配置の柔軟化に係る規定を

整備するため、条例の一部を改正する。  

 

２ 改正の概要 

  施行規則第１４０条の６６第 1 項に規定する、区市町村が条例を

定めるに当たって従うべき地域包括支援センターの職員に係る基準

及び当該職員の員数に関する基準について改める。  

 

３ 新旧対照表 

  ２ページから４ページのとおり 

 

４ 施行日 

  公布の日から施行する。 
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江東区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 地域包括支援センターは、地域包括支援

センター運営協議会（介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省

令」という。）第１４０条の６６第１号ロ(2)

に規定する地域包括支援センター運営協議

会をいう。以下同じ。）の意見を踏まえて、

適切、公正かつ中立な運営を確保しなけれ

ばならない。 

２ 地域包括支援センターは、地域包括支援

センター運営協議会（介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省

令」という。）第１４０条の６６第１号イに

規定する地域包括支援センター運営協議会

をいう。以下同じ。）の意見を踏まえて、適

切、公正かつ中立な運営を確保しなければ

ならない。 

（職員に係る基準及び当該職員の員数） （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第４条 地域包括支援センターにおいて専ら

その職務に従事する常勤の職員の員数は、

一の地域包括支援センターが担当する区域

における第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の数がおおむね３，０００人以上６，

０００人未満ごとに次のとおりとする。 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第一号被保険者（法第９条

第１号に規定する第一号被保険者をいう。

以下同じ。）の数がおおむね３，０００人以

上６，０００人未満ごとに置くべき専らそ

の職務に従事する常勤の職員の員数（地域

包括支援センター運営協議会が第一号被保

険者の数及び地域包括支援センターの運営

の状況を勘案して必要であると認めるとき

は、常勤換算方法（当該地域包括支援センタ

ーの職員の勤務延時間数を当該地域包括支

援センターにおいて常勤の職員が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該地域包

括支援センターの職員の員数を常勤の職員

の員数に換算する方法をいう。）によること

ができる。次項において同じ。）は、原則と

して次のとおりとする。 

(1) 保健師 １人 (1) 保健師その他これに準ずる者 １人 

(2) 社会福祉士 １人 (2) 社会福祉士その他これに準ずる者 １

人 

(3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条

の６８第１項第１号に規定する主任介護

支援専門員研修を修了した者であって、

当該研修又は同項第２号に規定する主任

介護支援専門員更新研修を修了した日か

(3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条

の６６第１号イ(3)に規定する主任介護

支援専門員をいう。）その他これに準ずる

者 １人 
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ら起算して５年を超えない期間ごとに主

任介護支援専門員更新研修を修了したも

のをいう。以下同じ。） １人 

２ 前項の場合において、人員の確保が困難

である場合は、同項各号に掲げる者に代え

て、それぞれ次に定める者を配置すること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援

センター運営協議会が地域包括支援センタ

ーの効果的な運営に資すると認めるとき

は、複数の地域包括支援センターが担当す

る区域を一の区域として、当該区域内の第

一号被保険者の数について、おおむね３，０

００人以上６，０００人未満ごとに同項第

１号から第３号までに掲げる常勤の職員の

員数を当該複数の地域包括支援センターに

配置することにより、当該区域内の一の地

域包括支援センターがそれぞれ同項の基準

を満たすものとする。この場合において、当

該区域内の一の地域包括支援センターに置

くべき常勤の職員の員数の基準は、同項第

１号から第３号までに掲げる者のうちから

２人とする。 

(1) 保健師に準ずる者（地域ケア、地域保健

等に関する経験のある看護師（准看護師

を除く。）で、かつ、原則として高齢者に

関する公衆衛生業務経験を１年以上有す

る者をいう。） 

（削る） 

(2) 社会福祉士に準ずる者（福祉事務所の

現業員等の業務経験が５年以上又は介護

支援専門員の業務経験が３年以上あり、

かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援

助業務に３年以上従事した経験を有する

者をいう。） 

（削る） 

(3) 主任介護支援専門員に準ずる者（厚生

労働大臣が定めるケアマネジメントリー

ダー研修を修了し、介護支援専門員とし

ての実務経験を有し、かつ、介護支援専門

員の相談対応、地域の介護支援専門員へ

の支援等に関する知識及び能力を有して

いる者をいう。） 

（削る） 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域に

一の地域包括支援センターを設置すること

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域に

一の地域包括支援センターを設置すること
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が必要であると地域包括支援センター運営

協議会において認められた場合には、当該

地域包括支援センターの職員の人員配置基

準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域

における第１号被保険者の数に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定めるところによること

ができる。 

が必要であると地域包括支援センター運営

協議会において認められた場合には、当該

地域包括支援センターの職員の人員配置基

準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域

における第一号被保険者の数に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定めるところによること

ができる。 

担当する区域に

おける第１号被

保険者の数 

人員配置基準 

（略） 
 

担当する区域に

おける第一号被

保険者の数 

人員配置基準 

（略） 
 

４ 一の地域包括支援センターが担当する区

域における第１号被保険者の数がおおむね

６，０００人以上の場合の常勤の職員の員

数は、第１項に定める員数に同項各号に掲

げる者のうちからいずれか１人以上を加え

るものとする。 

４ 一の地域包括支援センターが担当する区

域における第一号被保険者の数がおおむね

６，０００人以上の場合の常勤の職員の員

数は、第１項に定める員数に同項各号に掲

げる者のうちからいずれか１人以上を加え

るものとする。 

 附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

 


